
第10章 公 害 補 償 

§１ 公害健康被害補償事業 

本市の公害健康被害者対策は、「大気汚染による健康被害の救済措置に関する規則」に基づき、昭和44年12月に大

師・田島保健所管内を地域指定し、昭和45年１月から医療費を中心とする応急的な行政上の特別措置として開始した。

次いで「大気汚染に係る健康被害の救済措置に関する規則」に基づき昭和46年４月に川崎保健所管内（堤根を除く。）、

昭和47年６月に幸保健所管内（日吉を除く。）及び堤根を地域指定し、救済を開始した。そして、昭和48年１月から「川

崎市公害病認定患者療養生活補助費等助成条例」を適用し、制度の内容改善を図った。 

一方、国による対策は、応急的な行政上の特別措置として昭和44年12月に「公害に係る健康被害の救済に関する特

別措置法」が施行され、本市が先行指定した地域が、同法に基づく地域として順次指定された。 

その後、民事責任をふまえた損害を填補する制度として「公害健康被害補償法」が昭和49年９月に創設されるにお

よび、本市も同時に「川崎市公害健康被害補償条例」を施行した。これにより現行の補償体制が整った。 

しかし、昭和62年９月公害健康被害補償法の一部が改正され、「公害健康被害の補償等に関する法律」となり、同年

11月政令改正による地域指定の解除とともに、昭和63年３月１日から施行された。 

表273 疾病別被認定者数及び失効者数 

平成21年度から各年度の疾病別被認定者数及び失効者数を表したものであり、各年度の被認定者数は、他の旧指定

地域からの転入によるものである。なお、失効者数の内訳は、治ゆ、期間満了、否更新、死亡、転出による失効者の

合計である。 

 総  数 慢性気管支炎 気管支ぜん息 ぜん息性気管支炎 肺気しゅ 

 被認定者数 失効者数 被認定者数 失効者数 被認定者数 失効者数 被認定者数 失効者数 被認定者数 失効者数 

累 計 6,023 4,460 1,094 960 4,314 2,887 433 433 182 180 

平成21年度 9 48 2 11 7 37 - - - - 

22 15 114 - 10 15 102 - - - 2 

23 11 66 - 9 11 56 - - - 1 

資料：環境保健課 

表274 医学的検査受検者数 

昭和63年３月１日より公害病被認定者の新規認定は行われていないが、３年に１回の認定更新及び１年に１回の等

級の見直しを行っている。そのための医学的検査を川崎・横浜公害保健センター及び医療機関で実施している。 

 
受 検 者 肺 機 能 血  液 

胸部Ｘ線 

(デジタル) 

胸部Ｘ線 

(大 角) 
心 電 図 

動脈血ガス 

組  成 

経皮的動脈 

血 酸 素 

飽和度測定 

喀  痰 

総 数 1,711 1,469 543 760 71 430 51 335 14 

新 規 - - - - - - - - - 

更 新 540 482 536 503 29 143 14 87 14 

見直し 1,171 987 7 257 42 287 37 248 - 

注）更新見直しは更新に含む。 

資料：環境保健課 
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